
周知の埋蔵文化財包蔵地に関する手続の流れ 

●手続の流れ 

 

 

 

 

 

              ※試掘調査は、原則市の負担で行いますが、試掘箇所が試掘 

               困難な場所である場合（物置等の工作物の撤去、伐採・除草、 

段差の解消等）は、申請者の負担により調査可能な状態に 

してください。 

 

※調査費用は原則市の負担です※試掘を行うには、事前に調査員や試掘業者への依頼や日程 

               調整が必要となりますので、工事着工日の８０日以上前ま 

               でに「埋蔵文化財確認願」を提出してください。 

 

                               

 

 

 

 

              ※この届出は、新居浜市の意見書や試掘結果を添えて、工事 

               着工の６０日以上前に愛媛県教育委員会に届出しなければ

な              なりません。 

 

 

 

 

●添付書類 

（１）埋蔵文化財確認願の提出【１部】 

  ①位置図 ②現況写真 

③丈量図または地積測量図（又は公図、登記簿謄本（写し可）） 

  ④平面図、断面図（２箇所） 

 ※①②③は該当地を赤線で囲み。四方に英数字等を朱書きすること。 

 ※④の断面図には現況高、造成高、掘削深さ等最終的に地表からどれだけ 

掘削を行うが判断できるように作成すること。 

（２）周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出（通知）書【２部】 

①②③埋蔵文化財確認願添付書類①～③と同じ 

  ④建物計画図（配置図・立面図・平面図・基礎伏図・矩計図・排水計画図等） 

⑤土地利用計画図（造成計画図・断面図・擁壁図面等） 

 

土木工事等を行う場所 

が包蔵地に該当する。 

届出等の必要はありません。ただし、工事中に新

たに埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦

中断し、現状を変更せずにすみやかに文化振興課

に連絡してください。 
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埋蔵文化財確認願の提出 

添付書類を添えて、文化振

興課に提出してください。 

確認調査に実施 

文化振興課が調査（試掘、

踏査等）を行います。 

 

申請者の判断 

施工を継続するかどうかを

判断してください。 

周知の埋蔵文化財包蔵地内

における土木工事等届出書

の提出 

愛媛県教育委員会による指示（勧告） 

発掘調査、工事立会、慎重工事等が指示されます。 
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